
人員配置参考資料 

 

 令和４年度まで 令和５年度から 

職員数 地区ごとの高齢者数に応じて決定 

職種 

基本配置人員として 

 ・保健師又は看護師 １名 

 ・社会福祉士 １名 

 ・主任介護支援専門員 １名 

 

を配置必須とし、それ以上の人員につい

ても上記職種で配置する。 

基本配置人員として 

 ・保健師又は看護師 １名 

 ・社会福祉士 １名 

 ・主任介護支援専門員 １名 

を配置必須。 

 

それ以上の人員については 

 ・保健師又は看護師 

 ・社会福祉士 

 ・主任介護支援専門員又は３年以上実

務経験のある介護支援専門員 

から配置する。 

 

 

（例）職員数 ６名の場合 

基準を満たしている 基準は満たしていない 

 ・看護師 ２名 

 ・社会福祉士 ２名 

 ・主任介護支援専門員 １名 

 ・３年以上実務経験のある介護支援専門員 １名 

 

計６名 

 ・看護師 ２名 

 ・社会福祉士 ３名 

 ・主任介護支援専門員 ０名 

 ・３年以上実務経験のある介護支援専門員 １名 

 

計６名 

 

※主任介護支援専門員が１名もいないため基準は 

満たさない 

 

資料３－② 


